
2平成22（2010）．2．5

て
い
き
ま
す
Ố

※
素
案
は
ỏ
市
政
資
料
コ
ồ
ナ

ồ
ớ
市
役
所
１
階
Ờỏ
財
政
課

ớ
市
役
所
３
階
Ờỏ
東
部
・
西
部

出
張
所
で
閲
覧
で
き
ま
す
Ố
ま

た
ỏ
小
平
市
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
で

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
Ố

問
合
せ　

財
政
課
ớ
〒　

們
８

⚑⚘⚗

７
０
１　

小
平
市
役
所
Ờ
緯　
⚐⚔⚒

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
０
４
ỏ
俊　
⚐⚔⚒

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
１
３

 　
ủ
情
報
公
開
Ứ
お
よ
び
ủ
個
人

情
報
保
護
Ứ
の
２
つ
の
制
度
に

小
平
市
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
議
会

委
員
を
募
集

つ
い
て
意
見
を
伺
い
ỏ
ま
た
ỏ

諮
問
事
項
の
審
議
を
し
て
い
た

だ
く
た
め
ỏ
委
員
を
募
集
し
ま

す
Ố

応
募
資
格　

市
内
在
住
の
方

※
他
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委

員
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
Ố

募
集
人
数　

４
人

任　

期　

平
成　

年
４
月
１
日

⚒⚒

か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

⚒⚔

⚓⚑

※
審
議
会
は
年
２
回
程
度
で
ỏ

平
日
に
開
催
ớ
初
回
は
４
月
Ờ

を
予
定
し
て
い
ま
す
Ố

報　

酬　

１
万
２
千
円ớ
日
額
Ờ

応
募
方
法　

３
月
１
日
ớ
月
Ờ

ま
で
ớ
必
着
Ờ
に
ỏủ
わ
た
し
が

考
え
る
情
報
公
開
と
個
人
情
報

保
護
Ứ
を
テ
ồ
マ
に
し
た
作
文

ớ
８
百
字
程
度
Ờ
に
住
所
ỏ
氏

名
ỏ
性
別
ỏ
電
話
番
号
を
記
入

の
う
え
ỏ
問
合
せ
先
へ
ớ
送
付
ỏ

フ
Ỹ
ク
シ
ミ
リ
ỏ
電
子
メ
ồ
ル

可
Ờ

※
選
考
は
選
考
審
査
会
で
行

い
ỏ
結
果
を
３
月
末
ま
で
に
全

員
に
通
知
し
ま
す
Ố
な
お
ỏ
応

募
原
稿
は
ỏ
返
却
し
ま
せ
ん
Ố

問
合
せ　

総
務
課
ớ
〒　

們
８

⚑⚘⚗

７
０
１　

小
平
市
役
所
Ờ
緯　
⚐⚔⚒

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
８
０
ỏ
俊　
⚐⚔⚒

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
１
３
ỏ
死so

m
u@
city.kodaira.lg.jp

 
怯
皆
さ
ん
と
の
協
働
で　

身
近

な
地
域
か
ら　

ま
ち
の
美
化
を

　

電
柱
や
ガ
ồ
ド
レ
ồ
ル
ỏ
街

路
樹
な
ど
に
取
り
付
け
ら
れ
て

い
る
は
り
紙
ỏ
は
り
札
ỏ
立
て

看
板
な
ど
の
違
反
広
告
物
は
ỏ

通
行
の
妨
げ
に
な
る
ば
か
り

か
ỏ
ま
ち
の
美
観
を
損
ね
る
な

ど
ỏ
市
民
の
生
活
環
境
に
悪
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
Ố

　

市
で
は
ỏ
道
路
パ
ト
ロ
ồ
ル

の
ほ
か
ỏ
違
反
広
告
物
除
去
活

動
員
の
皆
さ
ん
の
協
力
に
よ

違
反
広
告
物
除
去

活
動
員
を
募
集

り
ỏ
違
反
広
告
物
を
除
去
し
て

い
ま
す
Ố

　

現
在
２
グ
ル
ồ
プ　

人
が
活

⚒⚐

動
員
と
し
て
登
録
を
し
て
い
ま

す
Ố
身
近
な
地
域
の
美
化
を
図

る
た
め
に
ỏ
違
反
広
告
物
除
去

活
動
員
に
加
わ
り
ま
せ
ん
か
Ố

応
募
資
格　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の　

歳
以
上
で
ỏ
２
人
以

⚑⚘

上
の
グ
ル
ồ
プ
を
構
成
し
ỏ
ボ

ラ
ン
テ
ỹ
ア
と
し
て
継
続
的
に

活
動
で
き
る
方

※
市
が
行
う
講
習
会
を
受
講

後
ỏ
活
動
員
と
し
て
委
任
し
ỏ

身
分
証
と
腕
章
ỏ
活
動
に
必
要

な
用
具
を
貸
与
し
ま
す
Ố

応
募
方
法　

グ
ル
ồ
プ
の
代
表

者
を
定
め
ỏ
登
録
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
ỏ
み
ち

づ
く
り
課
ớ
市
役
所
４
階
Ờ
へ

※
登
録
申
請
書
は
ỏ
み
ち
づ
く

り
課
ỏ
公
民
館
ỏ
図
書
館
ỏ
地

域
セ
ン
タ
ồ
に
あ
り
ま
す
Ố

問
合
せ　

み
ち
づ
く
り
課
緯　
⚐⚔⚒

ớ
３
４
６
Ờ
９
８
２
４

　

市
で
は
ỏ
こ
れ
か
ら
の
補
助

金
制
度
の
考
え
方
に
つ
い
て
素

案
を
ま
と
め
ま
し
た
Ố

　

こ
の
素
案
に
対
し
て
意
見
を

募
集
し
ま
す
Ố
ご
意
見
は
ỏ
小

平
市
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
か
ら
お
寄

せ
く
だ
さ
い
ớ
送
付
ỏ
フ
Ỹ
ク

シ
ミ
リ
可
ỜỐ

募
集
期
間　

２
月　

日
ớ
金
Ờ

⚑⚙

Ỗ
３
月　

日
ớ
金
Ờ

⚑⚙

　

今
後
は
ỏ
寄
せ
ら
れ
た
意
見

を
参
考
に
ỏ
市
補
助
金
制
度
の

考
え
方
に
つ
い
て
ま
と
め
ỏ
補

助
金
見
直
し
の
際
の
基
準
と
し

れ
ỏ
口
座
振
替
に
切
り
替
わ
り

ま
す
Ố

問
合
せ　

保
険
年
金
課
保
険
税

係
緯　

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
３
０

⚐⚔⚒

 　

高
額
療
養
費
制
度
は
ỏ
被
保

険
者
の
負
担
が
多
額
と
な
ら
な

い
よ
う
医
療
費
が
ủ
自
己
負
担

高額療養費制度を
ご存知ですか

国民健康保険

限
度
額
Ứ
を
超
え
た
場
合
ỏ
そ

の
超
え
た
額
を
高
額
療
養
費
と

し
て
ỏ
あ
と
で
国
民
健
康
保
険

か
ら
払
い
戻
す
制
度
で
す
Ố

　

高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場

合
は
ỏ
市
か
ら
ỏ
原
則
ỏ
受
診

月
か
ら
３
か
月
後
に
ỏ
高
額
療

養
費
支
給
申
請
書
を
送
付
し
ま

す
Ố

怯
自
己
負
担
限
度
額

　

自
己
負
担
限
度
額
は
ỏ
年
齢

や
所
得
状
況
な
ど
に
よ
り
異
な

り
ま
す
の
で
ỏ
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
Ố

　

歳
未
満
の
方　

一
人
で
同
じ

⚗⚐月
内
に
同
じ
病
院
な
ど
に
支
払

ỳ
た
一
部
負
担
金
が
ỏ
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
ỏ
超

え
た
金
額
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す

※
同
一
世
帯
で
同
じ
月
内
に
自

己
負
担
金
が
２
万
１
千
円
を
超

え
る
場
合
に
は
ỏ
世
帯
で
合
算

で
き
ま
す
Ố
た
だ
し
ỏ
診
療
科

が
別
の
場
合
に
は
ỏ
別
計
算
と

な
り
ま
す
Ố

　

歳
以
上
の
方　

個
人
ご
と
の

⚗⚐

通
院
で
支
払
ỳ
た
一
部
負
担
金

が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

場
合
ỏ
同
一
世
帯
の　

歳
以
上

⚗⚐

の
方
の
通
院
と
入
院
で
支
払
ỳ

た
一
部
負
担
金
の
合
計
額
が
ỏ

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場

合
に
ỏ
超
え
た
金
額
が
払
い
戻

さ
れ
ま
す

※
同
一
世
帯
で
同
じ
月
内
の
医

療
費
の
支
払
い
は
ỏ
通
院
ỏ
入

院
ご
と
に
す
べ
て
合
算
で
き
ま

す
Ố

怯
多
数
該
当

　

過
去　

か
月
の
間
に
ỏ
世
帯

⚑⚒

で
４
回
以
上
ỏ
高
額
療
養
費
に

該
当
し
た
場
合
は
ỏ
多
数
該
当

の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

金
額
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
Ố

怯
一
部
負
担
金
の
計
算

▽
同
じ
医
療
機
関
の
医
科
ỏ
歯

科
ỏ
調
剤
は
そ
れ
ぞ
れ
で
計
算

▽
総
合
病
院
の
各
診
療
科
は
そ

れ
ぞ
れ
で
計
算

▽
入
院
と
通
院
は
そ
れ
ぞ
れ
で

計
算

▽
入
院
時
の
食
事
料
ỏ
保
険
診

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保

⚒⚒

険
税ớ
国
保
税
Ờに
つ
い
て
ỏ
一

定
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
ỏ

４
月
以
降
ỏ
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
る
特
別
徴
収ớ
仮
徴
収
Ờと

な
り
ま
す
Ố

対　

象　

左
表
の
と
お
り

怯
年
金
か
ら
の
徴
収
を
口
座
振

替
に
変
更
で
き
ま
す

　

国
保
税
の
納
付
方
法
が
年
金

 
職
種
ỏ
採
用
予
定
人
数　

一
般

事
務
ỏ
１
人

※
勤
務
時
間
な
ど
ỏ
詳
し
く
は

募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
Ố

提
出
書
類　

市
販
の
履
歴
書

ớ
写
真
を
は
ỳ
た
も
の
Ờỏ
小

論
文

※
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
Ố

募
集
要
項
の
配
布　

２
月　

日
⚒⚑

ớ
日
Ờ
ま
で
ỏ
多
摩
六
都
科
学

館
ớ
月
曜
日
を
除
く
Ờỏ
政
策
課

ớ
市
役
所
３
階
ỏ
平
日
の
み
Ờ

で
配
布

申
込
み　

２
月
９
日
ớ
火
Ờ
か

ら　

日
ớ
日
Ờ
ま
で
ớ
月
曜
日

⚒⚑
を
除
く
Ờ
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で
に
ỏ
申
込
書
類
を

問
合
せ
先
へ
持
参ớ
送
付
不
可
Ờ

問
合
せ　

多
摩
六
都
科
学
館
組

合
総
務
係
ớ
〒　

們
０
０
１
４

⚑⚘⚘

　

西
東
京
市
芝
久
保
町
５
們　
⚑⚐

平
成　

年
⚔
月
採
用

⚒⚒

嘱
託
職
員
を
募
集

多
摩
六
都
科
学
館
組
合

們　

Ờ
緯
０
４
２
ớ
４
６
９
Ờ

⚖⚔
６
９
８
２

 　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
Ố

怯
第　

回　

廃
棄
物
減
量
等
推

⚑⚐

進
審
議
会

と　

き　

２
月
９
日
ớ
火
Ờ　

午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
２
階
学

習
室
４

定　

員　
　

人
⚑⚐

申
込
み　

当
日
ỏ
会
場
へ
ớ
申

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
Ờ

問
合
せ　

ご
み
減
量
対
策
課
緯

　

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
３
５

⚐⚔⚒怯
２
月　

教
育
委
員
会
定
例
会

と　

き　

２
月　

日
ớ
木
Ờ　

⚑⚘

午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
５

会
議
室

定　

員　
　

人
⚒⚐

申
込
み　

当
日
ỏ
会
場
へ
ớ
先

着
順
Ờ

問
合
せ　

教
育
庶
務
課
緯　
⚐⚔⚒

審
議
会
な
ど

審
議
会
な
ど
のの

日日

程程

ớ
３
４
６
Ờ
９
５
６
８

 　

預
金
保
険
制
度
は
ỏ
万
が
一

金
融
機
関
が
破
た
ん
し
た
場
合

に
ỏ
預
金
者
等
の
保
護
や
資
金

決
済
の
履
行
の
確
保
を
図
る
こ

と
で
信
用
秩
序
を
維
持
す
る
も

の
で
す
Ố

　

こ
の
制
度
で
は
ỏ
当
座
預
金

や
利
息
の
付
か
な
い
普
通
預
金

等
は
全
額
保
護
さ
れ
ỏ
定
期
預

金
や
利
息
の
付
く
普
通
預
金
等

は
ỏ
預
金
者
１
人
当
た
り
ỏ
１

金
融
機
関
ご
と
に
合
算
さ
れ
ỏ

元
本
１
千
万
円
ま
で
と
そ
の
利

息
等
が
保
護
さ
れ
ま
す
Ố
そ
れ

を
超
え
る
部
分
は
ỏ
破
た
ん
し

た
金
融
機
関
の
財
産
の
状
況
に

応
じ
て
支
払
わ
れ
る
た
め
ỏ
一

部
支
払
わ
れ
な
い
可
能
性
が
あ

り
ま
す
Ố

　

詳
し
く
は
ỏ
金
融
機
関
の
窓

口
ま
た
は
預
金
保
険
機
構
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
Ố

預
金
保
険
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か

問
合
せ　

預
金
保
険
機
構
緯　
⚐⚓

ớ
３
２
１
２
Ờ
６
０
２
９

 　

東
京
都
か
ら
委
託
を
受
け
た

病
院
が
行
う
研
修
で
す
Ố

と　

き　

３
月
４
日
ớ
木
Ờ
Ỗ

　

日
ớ
金
Ờ　

午
前
９
時　

分

⚑⚒

⚓⚐

Ỗ
午
後
４
時

と
こ
ろ　

南
台
病
院
ớ
小
川
町

１
們
４
８
５
Ờ

費　

用　

無
料

対　

象　

看
護
師
ỏ
准
看
護

師
ỏ
保
健
師
ỏ
助
産
師
の
免
許

を
有
し
ỏ
近
い
将
来
就
業
を
考

え
て
い
る
方

定　

員　
　

人
⚑⚐

内　

容　

採
血
や
注
射
な
ど
の

演
習
ỏ
病
棟
体
験
や
就
業
相
談

ほ
か

申
込
み　

２
月　

日
ớ
月
Ờ
ま

⚒⚒

で
に
ỏ
電
話
で
南
台
病
院
看
護

部
へ
緯　
ớ
３
４
１
Ờ７
１
１
１

⚐⚔⚒

東

京

都

看
護
職
員
地
域
就
業

支
援
病
院
の
研
修

申
込
期
間　

３
月　

日
ớ
水
Ờ

⚓⚑

ま
で

問
合
せ　

▽
高
齢
者
の
み
の
世

帯
ộ
介
護
福
祉
課
緯　

ớ
３
４

⚐⚔⚒

６
Ờ
９
５
３
９

▽
障
が
い
の
あ
る
方
が
い
る
世

帯
ộ
障
害
者
福
祉
課
緯　

ớ
３

⚐⚔⚒

４
６
Ờ
９
５
４
２

　

今
年
の
４
月
１
日
か
ら
ỏ
す

べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警

報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
す
Ố

　

市
で
は
ỏ
一
定
の
条
件
を
満

た
す
世
帯
に
対
し
ỏ
１
世
帯
に

つ
き
２
個
ま
で
無
料
で
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま
す

ớ
申
請
は
１
世
帯
１
回
限
り
ỜỐ

申
請
場
所　

▽
高
齢
者
の
み
の

世
帯
ộ
介
護
福
祉
課

▽
障
が
い
の
あ
る
方
が
い
る
世

帯
ộ
障
害
者
福
祉
課

※
対
象
や
持
ち
物
は
下
表
の
と

お
り
Ố

q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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これからの
補助金制度の
　　　考え方

意見を募集

高齢者・障がい者

住宅用火災警報器の申請対象と持ち物
障がいのある方がいる世帯高齢者のみの世帯

次の条件をすべて満たす世帯
・市内在住で、次のいずれかの手帳
の交付を受けている方がいる

　　身体障害者手帳⚑級または⚒級
　　愛の手帳⚑度または⚒度
　　精神保健福祉手帳⚑級
・平成⚒⚑年度の市民税が非課税
・申請者または同居する方名義の家
屋に居住している

・小平市高齢者住宅用火災警報器支
給事業の対象ではない

次の条件をすべて満たす世帯
・市内在住で、⚖⚕歳以上の方のみ
・平成⚒⚑年度の市民税が非課税
・申請者または同居する方名義の
家屋に居住している対　

　

象

・申請者の本人確認ができるもの（自動車運転免許証、介護保険被保
険者証、身体障害者手帳ほか）

・本人または同居する方名義の家屋であることが確認できる書類（固
定資産税納税通知書ほか）

・申請者の印鑑
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仮徴収の対象と方法
仮徴収の方法対　　　象

平成⚒⚒年⚒月の年金からの
天引き額と同じ額を、⚔月・
⚖月・⚘月の⚓回に渡って
天引き

平成⚒⚑年度の国保税が、すで
に年金からの天引きとなって
いる方

平成⚒⚑年度の国保税の⚑⚒か
月分相当額の⚖分の⚑の額
を⚔月・⚖月・⚘月の⚓回
に渡って天引き
※仮徴収開始の通知の送付
あり。

年金受給者で、平成⚒⚑年度途
中から国民健康保険に加入し
た⚖⚕歳以上の方

年金受給者で、以前から国民
健康保険に加入していて、平
成⚒⚑年度中に⚖⚕歳になった方

※平成⚒⚒年度中に⚗⚕歳になる方は、仮徴収となりません。

市民税非課税世帯などに

住宅用火災警報器を支給


